
日本レーザー医学会役員選任規則 
 

（定款施行規則第１号） 
 

 
第１章 総則 
 
第１条 本会の役員（各種委員会委員を含む）の選任

は、本会の定款に定められたことのほかは、

この規則に従って行う。 
第２条 役員の選任は、２年ごとに行う。 
第３条 改選期にあって、すでに役員として選任され

ていた者でも、その都度、新たに選任されな

ければ、引き続き役員であることができない。 
第４条 役員の任期は、以下に定める役員選出委員会

により選出され、定例理事会で審議し、選任

した翌年の 9月 1日に始まり次の選出が行わ
れる翌年の 8月 31日に終る。 

 
 
第２章 役員選出委員会 
 
第５条 本会に役員選出委員会を置く。 

2. 役員選出委員会は、以下の選出委員１０名以内で
構成される。 
１） 臨床医学系役員選出委員 
２） 基礎医学系、他専門分野役員選出委員 
  但し、両方の委員を兼任することはできない。 
3. 選出委員は、運営委員会の推薦を受け理事会の議
を経て選任された理事長、副理事長を除く理事とし、

理事長がこれを委嘱する。 
4. 選出委員会の委員長（以下選出委員長と略記）は、
本条第２項の委員の互選により選出する。 

5. 選出委員の氏名は、選出委員長を除き公表しない。 
6. 選出委員会の議長は、選出委員長とする。 
7. 選出委員会は、委員の２／３以上が出席しなけれ
ば議事を開き、議決することができない。但し、出

席委員が過半数に達し、定数の２／３以上に満たな

い場合は、過半数を超える部分に於いて書面による

意思表示を出席とみなすことができる。 
8. 書面による意思表示は、１委員１名に限り委任す
ることができる。但し、委員長に委任することは出

来ない。委員長に委任した場合、書面による意思表

示は無効とする。 
9. 選出委員会における議決は、出席委員の過半数を
もって決し、可否同数の場合は、委員長が決する。 

10. 選出委員会の議事録は、委員長が作成し、委員長
及び出席委員２名が署名した後、事務局にて保管す

る。 
11. 選出委員会の議事は公開しない。但し、会員は所
定の申請用紙に必要事項を明記の上、選出委員長の

承認を受けて議事録の閲覧をすることができる。 
第６条 選出委員の任期は、委嘱された日に始まり役

員選出候補者審査を行った年度末（8月 31日）
に終る。 

2. 選出委員の再任は、これを妨げない。 
3. 選出委員に相応しくない行為若しくは特段の事情
がある場合は、任期中であっても選出委員長は、選

出委員会の議決により、これを解任することができ

る。 

第７条 選出委員に欠員が生じた場合は、速やかにこ

れを補充するものとする。補充により選任さ

れた選出委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 
第８条 選出委員長は、改選期前年の定例理事会開催

２ヶ月前に委員会を招集し、役員候補者選出

の審査を行う。 
第９条 選出委員長は、審査結果を役員候補者名簿と

して作成の上、改選期前年の定例理事会に提

出する。 
 
 
第３章 評議員の選出 
 
第１０条 定款第 20条の評議員の選任は、役員選出委員

会の審査により選出し、理事会の審議を経て

選任される。 
第１１条 評議員になるための審査を受けられる資格は、

審査の行われる年の 9月 1日現在において、
次の１～４号を全て具えているか、５号また

は６号に該当しなければならない。 
１） 原則として継続して５年以上正会員であること。 
２） 年齢が６５歳未満であること。但し審査時に６７

歳未満の理事長、副理事長は定款第 16 条第 3 項
より有資格者と看なす。 

３） レーザー医学の研究歴、職歴を有し、NPO法人日
本レーザー医学会の発展に寄与する業績のある者。 

４） 正会員である５年間のうち半分以上（３回以上）

総会に参加し、活発な活動を行っていること。 
５） 本会に著しい貢献があったことが認められる者。 
６） 本会の発展に不可欠な特段の事由を有する非会員。 
第１２条 本会の評議員選出審査請求方法は次の通りと

する。 
１） 本会理事、評議員２名以上連記の推薦を必要とす

る。 
２） 略歴、レーザー医学に関する主要業績目録又は推

薦人による推薦理由 
３） 入会年月日 
４） 学会参加回数と参加総会年次 
 を明記した書面を、通常総会の３ヶ月前までに役員選出

委員長宛に提出しなくてはならない。 
第１３条 再任にあたっては、次の条件が満たされる者

とする。 
１） 引き続き評議員として学会に貢献する意思のある

者。 
２） 前任期間中、評議員会を正当な理由なく欠席して

いないこと。 
３） 本会理事１名の推薦を必要とする。 
４） 学会参加回数と参加総会年次 
を明記した書面を、通常総会の３ヶ月前までに役員選

出委員長宛に提出しなくてはならない。 
第１４条 非会員を評議員選出審査請求する場合は、次

の条件を満たさねばならない。 
１） 正会員として登録することを条件とする。 
２） 本会理事、評議員それぞれ２名以上の推薦を要す



る。 
３） 会員登録を行ったことを証明する書面を添付する。 
４） 推薦人による審査請求をする場合推薦理由を添付

する。 
を明記した書面を、通常総会の３ヶ月前までに役員選

出委員長宛に提出しなくてはならない。 
第１５条 理事長は、評議員に選任された者に対し選考

した年の年度末（8月 31日）までに、評議員
を委嘱する。 

 
 
第４章 理事の選出 
 
第１６条 定款第１３条の理事の選任は、役員選出委員

会の審査により選出し、理事会の審議を経て

選任される。 
第１７条 理事会は、本則第９条で選出委員長が作成し

た役員候補者名簿の中から理事候補者を推薦

し、定款第 30条第 2項第 31条第 2項の規定
に従って議決する。但し、書面による意思表

示は出席とは認めない。 
第１８条 理事・評議員の選任に関する異議は、通常総

会終了後１ヶ月以内であれば意義の内容を明

記した書面をもって、理事長宛に申し立てる

ことができる。 
2. 理事長は、異議の申し立てを受けたときは、役員選
出委員長に臨時選出委員会を召集し審議を行わせ

なくてはならない。 
3. 臨時選出委員会は、異議に関して審議を行った結果
を理事会に報告しなくてはならない。 

4. 理事会は、理事長が異議の申し立てを受けた日から
２ヶ月以内に選出委員会の報告に基づいてその取

り扱いを議決し、異議申立人に理事長からこれを通

知する。 
 
 
第５章 委員会・委員 
 
第１９条 委員会・委員は定款第 34条及び細則第１１条

に定めることの他はこの規定に従って行う。 
第２０条 委員会の設置にあたっては、運営委員会で提

案の上、理事長が理事会に諮り、評議員会の

承認を得なくてはならない。 
第２１条 細則第１１条に定められた委員会の委員長は、

役員改選期前年の理事会で新理事に選任され

た者の中から推薦により選考する。 
第２２条 委員長は、理事長が委嘱する。 
第２３条 委員長は複数の委員会の委員長を兼ねること

はできない。 
第２４条 委員長は、新評議員に選任された者の中から、

委員を選任する。委員は理事長が委嘱する。 
第２５条 委員は、２つまでの委員会の委員を兼ねるこ

とが出来る。 
第２６条 委員の定数は５名以内とする。 
第２７条 委員長・委員の任期は改選期前年の通常総会

の翌日から次期改選期前年の通常総会までの

２年とし、連続して３期（６年）までは再任

を妨げない。 
第２８条 委員長は委員を、２年ごとに１／２ずつ改選

しなくてはならない。 

第２９条 委員会は、幹事１名を委員会運営のために置

くことができる。 
第３０条 幹事の任期は２年とし、再任を妨げない。 
第３１条 委員会に必要な活動経費は、運営委員会に諮

り、理事会で審議の上予算に計上する。 
第３２条 委員長は、理事会・評議員会に年次計画、予

算案、活動状況、会計等を報告の上、学会誌

に掲載して会員に報せなくてはならない。 
第３３条 運営委員会の委員は、各委員会の委員長が務

める。 
 
 
第６章 次期、次次期会長の選任 
 
第３４条 細則第７条６項の規定による次期、次次期総

会の会長の選任はこの規定による。 
第３５条 理事、評議員は、次期、次次期会長の候補予

定者を通常総会開催までに理事長に推挙（自

薦、他薦を問わない）することが出来る。 
2. 理事長は、運営委員会の審議を経て、理事会に推薦
する。 

第３６条 理事会は、理事長の推薦を受けた候補者につ

き通常総会会期中の定例理事会で審議し、議

決によって選任する。 
 
 
第７章 公示方法 
 
第３７条 本則により選任された役員ならびに次期、次

次期会長は、通常総会終了後発行される最新

の本学会誌に掲載し、会員に周知させなけれ

ばならない。 
 
附則 １．この規則は、平成１３年１１月２５日から施行 

する。 
平成１５年１１月１４日一部改訂 


